
 

八雲町地域おこし協力隊募集要項（就労・生活支援員） 

 

 八雲町は、北海道渡島半島の北部にあり、太平洋と日本海の二つの海に面し、農業・漁業を基幹産

業とした豊かな自然と資源に恵まれたまちです。 

人口減少や少子高齢化社会が進行する中にあって、より広範囲な地域とのつながりを強める必要

があり、多くの人や地域と交流を進め、地域の潜在的な力を引き出し、それを最大限に生かすこと

が求められています。 

福祉分野においては、全国的に高い離職率と求人に対し応募が少ないことから、一部の地域や事

業所では常態的に人手不足が生じている状況にあります。八雲町でも同様な状況にあり、障がい者

福祉に関する人材育成・確保・定着のため、地域おこし協力隊を下記のとおり募集します。 

 

１ 募 集 人 数  １名 

 

２ 採用予定日  令和６年１２月１日採用予定（応相談） 

 

３ 募 集 職 種  就労・生活支援員（障がい者福祉） 

 

４ 募集職種概要 

 障がい福祉サービス事業所（就労継続支援 B型事業所）での、就労・生活の支援業務の他、障が

い者福祉人材の確保・育成・定着につながる取組を行っていただきます。また、広報、SNS による

隊員活動や町の魅力に関する情報発信をしていただきます。 

 採用する地域おこし協力隊には、記述の取り組みを行っていただくことで、質の高い人材とし

て成長、活躍していただき、八雲町において、起業もしくは就業を目指していくことを想定してお

ります。 

 

５ 業務内容 

（１）就労支援事業所：生産活動等の支援に関する業務、商品及び役務の提供・企画・開発に関す 

   る業務、運営支援に関する業務 など 

（２）その他：障がい者福祉人材の確保・育成・定着につながる取組 など 

 

６ 募集対象 

（１）３大都市圏（首都圏、中京圏、近畿圏）を始めとする都市地域（過疎、山村、離島、半島等

の地域に該当しない市町村）に在住で、八雲町に住民票を移し居住できる方 

（２）地域住民とのコミュニケーションが図れ、地域活性化に意欲的に取り組み、各種行事に積極

的に参加できる方 

（３）最長３年間の活動期間終了時に、八雲町において起業または就業し、定住する意欲のある方 

（４）障害者福祉に関心と意欲をお持ちの方 

 



 

（５）福祉系の資格（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士など）を取得されている方、また

は取得見込みの方（※有資格が望ましいが無資格でも可） 

（６）普通自動車運転免許証を取得している方（ＡＴ限定可） 

（７）ワード、エクセルなどの一般的なパソコン操作のできる方 

（８）心身ともに健康である方 

 

７ 勤務地  特定非営利活動法人やくも元気村 

 共生サロン八雲シンフォニー（就労継続支援 B型） 

 

８ 勤務時間等 

（１）月曜日から金曜日までの、８時３０分から１７時００分までとします。ただし、業務内容に

より勤務時間帯及び勤務日が変則勤務となることがあります（土曜日、日曜日、国民の祝日

勤務の場合は振替休日となります）。 

 （２）年次有給休暇のほか、フレックス休暇５日間などの特別休暇があります（会計年   

度任用職員制度に基づく）。 

（３）休憩時間は、正午から１３時００分までとします。ただし、勤務時間帯によって変動するこ

とがあります。 

（４）副業は、本業（協力隊業務のこと）に支障のない範囲で可能ですが、事前の許可が必要です。 

 

９ 雇用形態及び任期 

 （１）八雲町の会計年度任用職員として八雲町長が委嘱します。 

 （２）任期は、採用日から１年以内とし、最長３年まで延長することができます。 

 

10 待遇及び福利厚生等 

 （１）賃金 

１年目：月額 211,838 円、２年目：月額 219,000 円、３年目：月額 227,612 円 

※上記の月額賃金に加え、１１月～３月は寒冷地手当が支給されます。 

・世帯主（扶養あり）／月１５，７４０円 

・世帯主（扶養なし）／月１１，０００円 

・その他／月６，２６０円 

（２）健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入します。 

 （３）赴任に要した公共交通機関運賃を基準に基づき、町が５０，０００円を上限に支給します。 

（４）町が住宅を借り上げ、住宅借上料の月額から町が５０，０００円を上限として負担し、残額

を自己負担とします。光熱費等は自己負担とします。 

（５）活動に必要な自動車は町が用意しますが、公務以外での使用はできません。 

（６）業務に必要なパソコンは町が用意します。 

 

 



 

11 応募方法 

（１）令和６年８月３１日（土）までに、応募用紙（様式１、町ホームページにてダウンロードを   

全て記載し、写真を貼付のうえ、メールで提出してください（応募用紙を受理後ご連絡いた 

します）。なお、提出された書類は返却しませんので、ご了承願います。 

（２）問い合わせ、応募先 

    〒049-3112 北海道二海郡八雲町末広町 30 番地 

    特定非営利活動法人やくも元気村（担当者：赤井義大） 

    電話 0137-66-5526 メール：yoshihiroakai10@gmail.com 

    ※地域おこし協力隊募集業務の委託先 

 

12 選考 

 （１）１次選考 書類選考を実施します。 

 （２）２次選考 １次選考合格者を対象に面接試験（対面・オンライン応相談）を実施します。 

（面接試験に係る交通費や通信料等の支給はありません。） 

詳細な日時等は１次選考結果を通知する際にお知らせします。 

（３）健康状態の確認 

         ２次選考合格者（採用内定者）は健康診断を受診していただき、診断書を提出 

していただきます。※診断書料は町が負担します。 

 

13 その他 

募集に関する質問は、電話又はメールで行ってください。質問に対する回答は、質問者に対して

電話又はメールで回答しますので、ご確認ください。 


